
 
 

1 
 

行田市公共下水道事業経営戦略（素案）の修正案 

第 2 回審議会でのご質問・ご意見、語句・表現、文章構成等に対する委員からのご指摘を踏まえ、次の表１

に示すとおり、経営戦略（素案）の修正を行いました。 
 

表１ 質問・意見等を踏まえた修正 

No. 
新 旧 

修正 
ページ 内容 ページ 内容 

（１）整備面積の有効桁数の統一（小数点以下第１位） 

１ p.4 （表 2-1）行田市公共下水道事業計画の概要 

 
 
・平成 20 年に～、計画処理面積 2855.0ha、計画処理

人口 66,500 人に変更して現在に至っています。 

p.4 （表 2-1）行田市公共下水道事業計画の概要 

 
（本文 6段落目） 

・平成 20 年に～、計画処理面積 2855.00ha、計画処

理人口 66,500 人に変更して現在に至っています。 

変更 

全体計画 事業計画

令和6年度 令和2年度

分流式
（内、一部合流式504.6ha）

分流式
（内、一部合流式492.3ha）

汚水 2,855.0ha 1,126.2ha

雨水
3030.0ha

（内、区域外流入175.0ha）
459.7ha

66,500人 50,710人

日平均 31,800m3/日 25,570m3/日

日最大 37,700m3/日 30,130m3/日

時間最大 58,500m3/日 47,350m3/日

計画汚水量

項目

計画目標年次

排除方式

計画処理面積

計画処理人口

全体計画 事業計画

令和6年度 令和2年度

分流式
（内、一部合流式504.6ha）

分流式
（内、一部合流式492.3ha）

汚水 2,855.00ha 1,126.20ha

雨水
3030.0ha

（内、区域外流入175ha）
459.70ha

66,500人 50,710人

日平均 31,800m3/日 25,570m3/日

日最大 37,700m3/日 30,130m3/日

時間最大 58,500m3/日 47,350m3/日

計画汚水量

計画処理面積

項目

計画目標年次

排除方式

計画処理人口

資料－③ 
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No. 
新 旧 

修正 
ページ 内容 ページ 内容 

２ p.6 （表 2-2）行田市公共下水道事業の概要（汚水） 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

整備面積 [ha] 876.9 879.8 885.1 887.2 895.6 900.3 906.6 911.2 916.1 920.8

全体計画に対する整備率 [%] 30.7 30.8 31.0 31.1 31.4 31.5 31.8 31.9 32.1 32.3

事業計画に対する整備率 [%] 77.9 78.1 78.6 78.8 79.5 79.9 80.5 80.9 81.3 81.8

行政人口 [人] 87,089 86,506 85,648 84,870 84,028 83,249 82,469 81,751 81,187 80,506

処理区域内人口 [人] 46,530 46,138 46,189 45,870 45,889 45,574 44,966 44,949 44,872 45,034

普及率 [%] 53.4 53.3 53.9 54.0 54.6 54.7 54.5 55.0 55.3 55.9

水洗化人口 [人] 41,922 41,506 41,577 41,395 41,897 41,799 41,083 41,090 41,333 41,157

水洗化率 [%] 90.1 90.0 90.0 90.2 91.3 91.7 91.4 91.4 92.1 91.4

有収水量 [千m3] 4,661 4,624 4,633 4,706 4,778 4,751 4,714 4,909 4,930 4,837

有収率 [%] 71.2 70.3 68.2 65.6 66.4 65.7 67.1 64.5 67.8 60.3

項目
年度

 

 

・※整備率はそれぞれ現在の汚水における計画処理

面積（全体計画：2,855.0ha、事業計画：1,126.2ha）

を用いて算出しています。 

 

・整備面積は平成 22 年度の 876.9ha から令和元年度

に 920.8ha となり、事業計画面積に対する整備率

は 77.9%から 81.8%に上昇しています。 

p.6 （表 2-2）行田市公共下水道事業の概要（汚水） 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

整備面積 [ha] 876.89 879.77 885.10 887.18 895.58 900.32 906.61 911.17 916.14 920.80

全体計画に対する整備率 [%] 30.7 30.8 31.0 31.1 31.4 31.5 31.8 31.9 32.1 32.3

事業計画に対する整備率 [%] 77.9 78.1 78.6 78.8 79.5 79.9 80.5 80.9 81.3 81.8

行政人口 [人] 87,089 86,506 85,648 84,870 84,028 83,249 82,469 81,751 81,187 80,506

処理区域内人口 [人] 46,530 46,138 46,189 45,870 45,889 45,574 44,966 44,949 44,872 45,034

普及率 [%] 53.4 53.3 53.9 54.0 54.6 54.7 54.5 55.0 55.3 55.9

水洗化人口 [人] 41,922 41,506 41,577 41,395 41,897 41,799 41,083 41,090 41,333 41,157

水洗化率 [%] 90.1 90.0 90.0 90.2 91.3 91.7 91.4 91.4 92.1 91.4

有収水量 [千m3] 4,661 4,624 4,633 4,706 4,778 4,751 4,714 4,909 4,930 4,837

有収率 [%] 71.2 70.3 68.2 65.6 66.4 65.7 67.1 64.5 67.8 60.3

項目
年度

 

（注釈） 

・※整備率はそれぞれ現在の汚水における計画処理

面積（全体計画： 2,855.00ha 、事業計画：

1,126.20ha）を用いて算出しています。 

（本文 2段落目） 

・整備面積は平成 22 年度の 876.89ha から令和元年

度に 920.8ha となり、事業計画面積に対する整備

率は 77.9%から 81.8%に上昇しています。 

変更 

３ p.26  

・事業計画面積のうち 205.4ha が未整備となってお

り、衛生的で快適な市民生活を確保するため、ま

た、公共用水域の水質保全のため、引き続き公共

下水道の整備を推進することが求められていま

す。 
・一方で、全体計画面積は 2,855.0ha であり、この

うち1,756.0haは市街化調整区域となっています。 

p.26 （本文 2段落目） 

・事業計画面積のうち約 205ha が未整備となってお

り、衛生的で快適な市民生活を確保するため、ま

た、公共用水域の水質保全のため、引き続き公共

下水道の整備を推進することが求められていま

す。 

・一方で、全体計画面積は 2,855ha であり、このう

ち約 1,756ha は市街化調整区域となっています。 

変更 
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No. 
新 旧 

修正 
ページ 内容 ページ 内容 

４ p.27 （本文 2段落目） 

・令和元年度末時点で、合流区域を加えた 952.0ha

のうち 450.5ha の整備が完了していますが、459.7ha

については未整備となっています。 

p.27 （本文 2段落目） 

・令和元年度時点で、合流区域を含めた事業計画面

積約 952ha のうち、約 451ha の整備が完了しており、

事業計画面積に対する整備率は 47.4%となっていま

す。 

変更 
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No. 
新 旧 

修正 
ページ （２）事業計画区域の変更 ページ （２）事業計画区域の変更 

５ p.5 （図 2-2）行田の下水道計画一般図（汚水） 

 
（図 2-3）行田の下水道計画一般図（雨水） 

 

p.5 （図 2-2）行田の下水道計画一般図（汚水） 

 
（図 2-3）行田の下水道計画一般図（雨水） 

 

変更 
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No. 
新 旧 

修正 
ページ （３）基本目標・施策の修正 ページ （３）基本目標・施策の修正 

６ p.34 （基本目標） 

 

p.34 （基本目標） 

 

変更 

７ p.35 （施策） 

 

p.35 （施策） 

 

変更 

施策

(1)汚水管整備の継続

(2)全体計画区域の見直し

(3)下水道総合地震対策計画の策定

(4)既存下水道施設の耐震化

(5)雨水対策の推進

【下水道機能の維持】 (1)計画的な維持管理及び修繕・改築の推進

【災害対応力の向上】 (2)下水道BCPの継続的運用

(1)水洗化の促進

(2)下水道使用料の見直し

(3)適正な資金調達及び管理

(4)有収率の向上

(5)新システム導入の検討

(1)組織体制の維持

(2)広域化・共同化の推進

(3)官民連携の推進

(4)知識・技術の継承

(5)下水道情報の発信

(6)使用者ニーズの把握

基本目標

【情報発信と使用者ニーズの把握】

1 施設整備

4 下水道経営

【快適な生活環境の確保】

【効率的な下水道事業経営】

【財政基盤の強化】3 下水道財政

【災害対策の充実】

2 維持管理

施策

(1)汚水管整備の継続

(2)全体計画区域の見直し

(3)下水道総合地震対策計画の策定

(4)既存下水道施設の耐震化

(5)雨水対策の推進

(6)下水道BCPの継続的運用

2 維持管理 【下水道機能の維持】 (1)計画的な維持管理及び修繕・改築の推進

(1)水洗化の促進

(2)下水道使用料の見直し

(3)適正な資金調達及び管理

(4)有収率の向上

(5)新システム導入の検討

(1)組織体制の維持

(2)広域化・共同化の推進

(3)官民連携の推進

(4)知識・技術の継承

(5)下水道情報の発信

(6)使用者ニーズの把握

基本目標

【情報発信と使用者ニーズの把握】

1 施設整備

4 下水道経営

【快適な生活環境の確保】

【効率的な下水道事業経営】

【財政基盤の強化】3 下水道財政

【災害対策の充実】
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No. 
新 旧 

修正 
ページ （３）基本目標・施策の修正 ページ （３）基本目標・施策の修正 

８ p.38 

 

（本文） 
基本目標 【災害対応力の向上】 

施策(2)下水道 BCP の継続的運用 

 
・本市では既に「下水道 BCP（地震・津波、水害編）」

を策定していることから、適宜更新を行い、継続

的な運用を図ります。 

・また、埼玉県主催による災害の発生を想定した実

動訓練に引き続き参加することで、災害対応力の

向上を図ります。 

p.40 

 

（本文） 
施策(6)下水道 BCP の継続的運用） 

 
・本市では、既に下水道 BCP を策定していることか

ら、今後も毎年更新して継続的な運用を図ります。 

 

・また、埼玉県主催の地震被害を想定した流域幹線

の管路点検訓練に毎年参加し、災害時に備えてい

ます。 

変更 
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 第２回審議会後、経営戦略（素案）を精査し、修正が必要であると判断した部分について、修正した箇所を、

次の表２に示します。 
表２ その他修正 

No. 
新 旧 

修正 
ページ （１）有収水量の予測の変更 ページ （１）有収水量の予測の変更 

１ p.31 （図 3-13 有収水量の予測） 

 

 

・有収水量は処理区域拡大により上昇傾向にあり、

水洗化人口と水需要の予測から、令和元年度の 483

万 7 千 m3から上昇し、令和 12 年度には 514 万 3 千

m3となる見通しです。 

p.31 （図 3-13 有収水量の予測） 

（本文 5段落目） 

・有収水量は処理区域拡大により上昇傾向にあり、

水洗化人口と水需要の予測から、令和元年度の

4,837 千 m3から上昇し、令和 12 年度には 5,243

千 m3となる見通しです。 

変更 

  

4,837

5,143

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

5,400

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

年
間

有
収

水
量

[千
ｍ

3
]

予測
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No. 
新 旧 

修正 
ページ （２）使用料収入の見通しの変更 ページ （２）使用料収入の見通しの変更 

２ p.32 （図 3-14 使用料収入の見通し） 

 

 

・使用料収入は、有収水量の増減に連動することか

ら、有収水量の増加に伴い、令和元年度の 5 億 4

千 2 百万円から上昇し、令和 12 年度に 5 億 8 千 3

百万円となる見通しです。 

p.32 （図 3-14 使用料収入の見通し） 

（本文 2段落目） 

・使用料収入は、有収水量の増減に連動することか

ら、有収水量の増加に伴い、令和元年度の 588 百

万円から上昇し、令和 12 年度に 654 百万円とな

る見通しです。 

変更 

 
 
 


